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 （目的） 

第１条 この附属学校教育局規程は、国立大学法人筑波大学附属学校教育局規則（平成１６年法

人規則第１３号）第６条の規定に基づき、附属学校の円滑かつ適正な運営を図るため必要な事

項を定めることを目的とする。 

 

 （附属学校の大学への協力） 

第１条の２ 附属学校は、筑波大学における幼児、児童又は生徒の教育又は保育に関する研究に

協力し、及び筑波大学の計画に従い学生の教育実習の実施に当たるものとする。 

 

 （学級の編制） 

第２条 附属学校における学級の編制は、附属学校教育局教育長が行う。 

２ 校長は、当該附属学校における学級の編制について、附属学校教育局教育長に意見を述べる

ことができる。 

 

 （学科、学級数及び定員） 

第３条 附属学校における学科の種類及び当該学科に置く学級数並びに幼児、児童又は生徒の定

員は、附属学校教育局教育長が定める。 

２ 校長は、当該附属学校における学科の種類及び当該学科に置く学級数並びに幼児、児童又は

生徒の定員について、附属学校教育局教育長に意見を述べることができる。 

 

第４条 削除 

 

 （休業日） 



 

第５条 校長は、国立大学法人筑波大学附属学校校則（平成１６年法人規則第１４号）第６条第

３項の規定に基づき休業日の始期及び終期を定めたとき（これらを変更したときを含む。）並

びに休業日を臨時に変更する必要があるときは、附属学校教育局教育長に届け出なければなら

ない。 

２ 校長は、休業日に授業を行う必要があるときは、附属学校教育局教育長に届け出なければな

らない。 

 

 （職員） 

第６条 附属学校に、学校の円滑かつ適正な運営を図るため、学校教育法（昭和２２年法律第２

６号）の規定に基づき、次に掲げる職員を置く。 

   校長 

   副校長 

  主幹教諭 

   教諭 

   養護教諭 

  栄養教諭（附属小学校、附属視覚特別支援学校、附属大塚特別支援学校、附属桐が丘特別支

援学校及び附属久里浜特別支援学校に限る。） 

   寄宿舎指導員（附属視覚特別支援学校、附属聴覚特別支援学校及び附属久里浜特別支援学校

に限る。） 

   実習助手（附属坂戸高等学校に限る。） 

   事務職員 

   技術職員（附属中学校及び附属高等学校を除く。） 

２ 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、主幹教諭を置かないことができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、栄養の指

導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くときは栄養教諭を、それぞれ置かないことができる。 

４ 第１項に定めるもののほか、必要な職員を置くことができる。 

 

 （職員数の決定等） 

第７条 前条の職員の数は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

（昭和３３年法律第１１６号）及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する

法律（昭和３６年法律第１８８号）の規定を標準として、附属学校教育局教育長が定める。 

 

 （副校長の選考） 

第８条 副校長の選考手続については、附属学校教育局細則で定める。 

 

 （教務主任等） 

第９条 附属学校に、教務主任、学年主任、保健主事（以下「教務主任等」という。）を置く。た

だし、教務主任、学年主任又は保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他



 

特別の事情があるときは、これを置かないことができる。 

２ 前項の教務主任等は、当該附属学校の教諭（保健主事にあっては、教諭又は養護教諭）をも

って充てる。 

３ 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調

整し、及び指導助言に当たる。 

４ 学年主任は、同学年の児童又は生徒で編成する学級の数が２以上である学年ごとに置くもの

とし、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整し、及び指導助

言に当たる。 

５ 保健主事は、校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。 

 

 （生徒指導主事等） 

第１０条 附属中学校、附属駒場中学校、附属高等学校、附属駒場高等学校及び附属坂戸高等学

校並びに附属視覚特別支援学校、附属聴覚特別支援学校、附属大塚特別支援学校及び附属桐が

丘特別支援学校の中学部及び高等部（高等部専攻科を含む。以下同じ。）に、生徒指導主事及

び進路指導主事を置く。ただし、生徒指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くとき

その他特別の事情があるときは生徒指導主事を、進路指導主事の担当する校務を整理する主幹

教諭を置くときは進路指導主事を、それぞれ置かないことができる。 

２ 前項の生徒指導主事及び進路指導主事は、当該附属学校の教諭をもって充てる。 

３ 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項につい

て連絡調整し、及び指導助言に当たる。 

４ 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事

項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 

 

 （学科主任等） 

第１１条 附属視覚特別支援学校及び附属聴覚特別支援学校の高等部の専門教育を主とする学科

ごとに学科主任を置き、附属坂戸高等学校に農場長を置く。ただし、学科主任又は農場長の担

当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは、これを置かないこ

とができる。 

２ 前項の学科主任及び農場長は、当該附属学校の教諭をもって充てる。 

３ 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整し、及

び指導助言に当たる。 

４ 農場長は、校長の監督を受け、農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつか

さどる。 

 

 （寮務主任及び舎監） 

第１２条 附属視覚特別支援学校、附属聴覚特別支援学校及び附属久里浜特別支援学校に、寮務

主任及び舎監を置く。ただし、寮務主任の担当する寮務を整理する主幹教諭を置くときその他

特別の事情があるときは寮務主任を、舎監の担当する寮務を整理する主幹教諭を置くときは舎



 

監を、それぞれ置かないことができる。 

２ 前項の寮務主任及び舎監は、当該附属学校の教諭をもって充てる。 

３ 寮務主任は、校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整し、及び指導助言に当

たる。 

４ 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における幼児、児童又は生徒の教育に

当たる。 

 

 （研究主任及び教育実習主任） 

第１３条 附属学校に、研究主任及び教育実習主任を置くことができる。 

２ 前項の研究主任及び教育実習主任は、当該附属学校の教諭をもって充てる。 

３ 研究主任及び教育実習主任は、校長の監督を受け、第１条の２の規定により附属学校が行う

研究協力又は教育実習の実施に関する事項について連絡調整し、及び指導助言に当たる。 

 

 （司書教諭） 

第１４条 附属学校に、司書教諭を置く。 

２ 前項の司書教諭は、当該附属学校の主幹教諭（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主

幹教諭を除く。）又は教諭をもって充てる。 

３ 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に係る専門的職務をつかさどる。 

  

（主任等の選任等） 

第１５条 第９条から前条までに規定する主任等は、校長が命ずる。 

２ 校長は、前項の主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を命ずることができる。 

３ 校長は、前２項により主任等を選任した場合は、別に定める様式により附属学校教育局教育

長に届け出るものとする。 

 

 （部主事） 

第１６条 附属視覚特別支援学校、附属聴覚特別支援学校、附属大塚特別支援学校、附属桐が丘

特別支援学校及び附属久里浜特別支援学校の部に、主事を置く。 

２ 前項の主事は、当該部に属する主幹教諭又は教諭をもって充てる。 

３ 主事は、校長の監督を受け、当該部に関する校務をつかさどる。 

４ 主事の選考及び任期については、附属学校教育局細則で定める。 

 

 （非常変災等における休業） 

第１７条 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができ

る。 

２ 前項の場合において、校長は、この旨を附属学校教育局教育長に届け出るものとする。 

 

 （教育課程） 



 

第１８条 校長は、翌年度の当該附属学校の教育課程について、学年が始まるまでに、別に定め

る様式により、附属学校教育局教育長に届け出るものとする。 

 

 （校務分掌） 

第１９条 校長は、当該附属学校の校務分掌組織及びその分掌を定め、毎年度当初に、別に定め

る様式により、附属学校教育局教育長に届け出るものとする。 

 

 （教科用図書等） 

第２０条 附属学校で使用する教科用図書（準教科書を含む。以下同じ。）の選定は、校長が行い、

別に定める様式により、附属学校教育局教育長に届け出るものとする。 

２ 教科用図書以外の教材の選定は、校長が行い、当該教材のうち、次に掲げるものを継続使用

する場合は、別に定める様式により、附属学校教育局教育長に届け出るものとする。 

 (1) 教科用図書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書 

 (2) 学習の過程又は休業日中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類 

 

（学校行事年間計画の作成） 

第２１条 校長は、翌年度に当該附属学校において実施する行事の年間計画を作成し、別に定め

る様式により、附属学校教育局教育長に届け出るものとする。 

  

（学校外教育活動） 

第２２条 校長は、当該附属学校における教育活動の一環として実施する修学旅行その他の学校

外教育活動で、海外において実施するものについては、２箇月前までに、その実施計画を別に

定める様式により附属学校教育局教育長に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

 （指導要録、出席簿の作成） 

第２３条 校長は、当該附属学校に在学する幼児、児童又は生徒について、指導要録及び出席簿

を作成するものとする。 

 

 （入学許可者の届出） 

第２４条 校長は、当該附属学校に入学を許可した者について、別に定める様式により、附属学

校教育局教育長に届け出るものとする。 

 

第２５条 削除 

 

 （退学等の届け出） 

第２６条 校長は、当該附属学校の幼児、児童又は生徒に対して退学、転学、留学、休学又は復

学を許可し、若しくは休学を命じた場合は、別に定める様式により、その旨を附属学校教育局

教育長に届け出るものとする。 



 

２ 校長は、各学年の課程の修了を認定しない者に対して、次の学年の始めから、原級の課程を

再履修させるときは、別に定める様式により、その旨を附属学校教育局教育長に届け出るもの

とする。 

 

 （長期欠席者への対応） 

第２７条 校長は、当該附属学校における長期欠席の幼児、児童又は生徒に対して、教育上の必

要な配慮のもとに対応するものとする。 

２ 校長は、当該附属学校において引き続き７日を超える欠席をしている幼児、児童又は生徒が

いる場合は、速やかに、別に定める様式により、その旨を附属学校教育局教育長に届け出ると

ともに、必要により附属学校教育局教育長の指示を受けるものとする。 

 

 （出席停止） 

第２８条 校長は、出席停止を命じた場合は、速やかに、別に定める様式により、その旨を附属

学校教育局教育長に届け出るものとする。 

 

 （除籍） 

第２９条 校長は、当該附属学校の幼児、児童又は生徒に対して除籍を行った場合は、速やかに、

別に定める様式により、その旨を附属学校教育局教育長に届け出るものとする。 

 

 （懲戒） 

第３０条 校長は、当該附属学校の幼児、児童又は生徒に対して懲戒退学又は停学を行った場合

は、速やかに、別に定める様式により、その旨を附属学校教育局教育長に届け出るものとする。 

 

 （職員の人事） 

第３１条 附属学校教育局教育長は、附属学校の職員に欠員が生じた場合は、附属学校における

職員の配置状況、後任補充の緊急性及び必要性、並びに当該校長の意見具申等を勘案の上、当

該附属学校における後任補充の適否を決定するものとする。 

２ 附属学校教育局教育長は、附属学校の職員に係る人事計画の策定及び人事異動の実施に当た

り、あらかじめ当該校長の意見を聴くものとする。 

 

 （職員の服務監督・休暇等の承認等） 

第３２条 附属学校の職員の服務監督及び休暇、出張、研修等の承認等は、当該校長が行う。 

２ 前項の場合において、校長は、当該附属学校の東京キャンパス事務部学校支援課に所属する

職員（次条第２項において「事務職員等」という。）の服務監督及び休暇、出張、研修等の承

認等を行ったときは、東京キャンパス事務部学校支援課長（次条第２項において「学校支援課

長」という。）に届け出るものとする。 

３ 校長の服務監督及び休暇、出張、研修等の承認等は、第１項の規定にかかわらず、附属学校

教育局教育長が行う。 



 

 

 （職員の勤務時間の割振り） 

第３３条 附属学校の職員に係る勤務時間の割振りは、附属学校における教育課程等の必要に応

じて当該校長が決定し、又は変更するものとする。 

２ 前項の場合において、校長は、事務職員等の勤務時間の割振りを決定し、又は変更したとき

は、学校支援課長に届け出るものとする。 

 

 （職員の始業及び終業の時刻、休憩時間、休息時間） 

第３３条の２ 校長は、当該附属学校の職員に係る始業及び終業の時刻若しくは休憩時間を変更

し、又は休息時間を定め、若しくはこれを変更する場合は、事前に、別に定める様式により、

その旨を附属学校教育局教育長に届け出るものとする。 

 

 （職員の降任、休職、解雇、懲戒） 

第３４条 校長は、当該附属学校の職員について降任、休職、解雇又は懲戒に該当する事由が生

じたと判断した場合は、速やかに、附属学校教育局教育長に報告するものとする。 

 

 （職員の研修等） 

第３５条 附属学校教育局教育長は、附属学校の職員に係る体系的な研修計画を策定するととも

に、その実施に当たるものとする。 

２ 附属学校教育局教育長は、他機関等で実施する研修等に附属学校の職員を受講させるに当た

り、研修受講の必要性、研修受講による効果等を勘案の上、受講予定者を決定するものとする。 

 

 （学校施設及び設備の管理等） 

第３６条 校長は、当該附属学校の施設及び設備を管理し、その整備保全に努めなければならな

い。 

２ 校長は、当該附属学校の施設又は設備が滅失し、又はき損した場合は、すみやかに附属学校

教育局教育長に報告しなければならない。 

３ 校長は、職員又は学生から教育研究、福利厚生その他本学の運営に係る目的のために当該附

属学校の施設又は設備を一時的に使用したい旨の願い出があった場合は、当該附属学校の運営

上及び教育上支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。 

 

 （学校予算の配分、編成、執行等） 

第３７条 附属学校教育局教育長は、毎年度、附属学校の予算配分を決定し、校長に示達するも

のとする。 

２ 校長は、教育課程の実施、その他学校運営を効果的に実施するため、当該年度に配分された

学校予算の編成を行うとともにその執行計画を策定し、適正な予算執行に当たらなければなら

ない。 

 



 

 （職員会議） 

第３８条 附属学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。 

２ 職員会議は、校長が主宰する。 

３ 前２項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、附属学校教育局細則で定める。 

 

 （学校評議員） 

第３９条 附属学校に、学校評議員を置く。 

２ 学校評議員に関し必要な事項は、附属学校教育局細則で定める。 

 

 （教育目標・教育計画案の策定、学校評価等） 

第４０条 校長は、当該附属学校における翌年度の教育目標・教育計画案を策定し、附属学校教

育局教育長の承認を得るものとする。 

２ 校長は、当該附属学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その

結果を公表するものとする。 

３ 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該附属学校の幼児、児童又は生徒の保護

者その他の当該附属学校の関係者（当該附属学校の職員を除く。）による評価を行い、その結

果を公表するよう努めるものとする。 

４ 校長は、第２項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果

を、附属学校教育局教育長に報告するものとする。 

 

 （安全管理） 

第４１条 校長は、当該附属学校における安全管理に係る体制を整備し、幼児、児童又は生徒の

安全管理に努めなければならない。 

２ 校長は、当該附属学校における安全管理体制の整備に当たり、人員の配置、予算要求等の必

要がある場合は、附属学校教育局教育長と協議するものとする。 

３ 校長は、当該附属学校における幼児、児童又は生徒の安全確保を図るため安全管理マニュア

ルを作成し、附属学校教育局教育長に届け出るものとする。 

 

 （衛生管理） 

第４１条の２ 校長は、当該附属学校における衛生管理に係る体制を整備し、学校内における衛

生管理に努めなければならない。 

２ 校長は、当該附属学校における衛生管理体制の整備に当たり、人員の配置、予算要求等の必

要がある場合は、附属学校教育局教育長と協議するものとする。 

 

 （事件・事故等への対応） 

第４２条 校長は、当該附属学校において事件・事故等が発生した場合には、直ちに、別に定め

る様式により、その旨を附属学校教育局教育長に届け出るものとする。 

２ 附属学校教育局教育長は、前項の届出に基づき、附属学校において発生した事件・事故等に



 

関し当該校長と協議し、必要な措置を講じるものとする。 

 

 （情報公開） 

第４３条 附属学校教育局教育長は、附属学校関係の法人文書又は保有個人情報に係る開示（次

項において「文書等開示」という。）請求があったときは、当該校長に意見を求めるものとす

る。 

２ 附属学校教育局教育長は、文書等開示に係る請求に基づき、文書等の開示の可否について決

定し、請求者に通知するものとする。 

 

 （広報等） 

第４４条 校長は、当該附属学校に係る広報刊行物等の作成又は発行等を行った場合は、すみや

かに附属学校教育局教育長に届け出るものとする。 

 

 （取材） 

第４５条 報道機関等から附属学校の日常的教育活動等に関する取材等の申込みがあった場合は、

当該学校において対応するものとする。 

 

第４６条 削除 

 

 （細目） 

第４７条 この附属学校教育局規程に定めるもののほか、この附属学校教育局規程を施行するた

めに必要な事項は、附属学校教育局細則で定める。 

 

   附 則 

 この附属学校教育局規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平１６．４．２２附属学校教育局規程３号） 

 この附属学校教育局規程は、平成１６年４月２２日から施行する。 

 

   附 則（平１７．３．２４附属学校教育局規程４号） 

 この附属学校教育局規程は、平成１７年４月１日から施行する。ただし、第６条の改正規定中

栄養教諭に係る部分は、別に附属学校教育局細則で定める日から施行する。 

 

   附 則（平１８．３．２３附属学校教育局規程１号） 

 この附属学校教育局規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

附 則（平１９．３．３０附属学校教育局規程１号） 

 この附属学校教育局規程は、平成１９年４月１日から施行する。 



 

 

附 則（平２０．３．２７附属学校教育局規程３号） 

 この附属学校教育局規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２０．９．１１附属学校教育局規程４号） 

この附属学校教育局規程は、平成２０年１０月１日から施行する。 

 

   附 則（平２４．３．２９附属学校教育局規程２号） 

 この附属学校教育局規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２７．２．２６附属学校教育局規程１号） 

 この附属学校教育局規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 


